
一

問
題
の
設
定

遺
言
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
遺
言
執
行
者
だ
け
に
よ
る
執
行
を
予
定
し
た
規
定

(

例
え
ば
、
民
法
八
九
三
条
二
項
・
八
九
四
条
・
戸

籍
法
六
四
条
な
ど
。)

も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
規
定
で
な
い
場
合
に
は
、
相
続
人
が
遺
言
の
執
行
を
行
う
こ
と
も
、
遺
言
執
行
者
が

行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る

(

１)

。
だ
が
、
民
法
一
〇
一
三
条
は
、
遺
言
執
行
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
相
続
人
は
、
相
続
財
産
の
処
分
そ
の
他

遺
言
の
執
行
を
妨
げ
る
べ
き
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
規
定
す
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
遺
言
執
行
者
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
相
続
人
に
よ
る
処
分
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
相
続
人
の
処
分
行
為
は
ど
の
よ
う
な
効
力
を
持
つ
こ

と
に
な
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
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(

注)

(

２)

山
木
戸
克
己
・
註
釈
民
法
下
巻
・
一
六
五
頁
、
我
妻
＝
唄
・
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
・
二
九
七
頁
、
柚
木
馨
・
判
例
相
続
法
論
・
三
七
〇
頁

(

３)

例
え
ば
、
我
妻
栄
＝
立
石
芳
枝
・
親
族
法
・
相
続
法
・
六
一
六
頁
は
、｢

取
引
の
安
全
を
害
す
る
こ
と
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
解
釈
論

と
し
て
は
や
む
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。｣

と
述
べ
て
い
る
。

(

４)

泉
久
雄
・
新
版
注
釈
民
法
二
八
巻
補
訂
版
・
二
〇
〇
二
年
・
三
五
一
頁
参
照
。

(

５)

判
決
は
、
遺
言
執
行
者
が
い
な
い
場
合
に
は
、
不
動
産
の
遺
贈
を
受
け
た
受
遺
者
は
、
相
続
人
か
ら
当
該
の
不
動
産
を
譲
り
受
け
た
第
三
者

に
対
し
て
一
七
七
条
の
対
抗
関
係
に
立
ち

(

最
判
昭
和
三
九
年
三
月
六
日
民
集
一
八
巻
三
号
四
三
七
頁)

、
登
記
な
く
し
て
は
権
利
取
得
を
対

抗
で
き
な
い
が
、
遺
言
執
行
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
受
遺
者
は
登
記
な
く
し
て
遺
贈
目
的
物
の
権
利
取
得
を
第
三
者
に
対
抗
で
き
る

(

最
高
裁

昭
和
六
二
年
四
月
二
三
日
判
決
民
集
四
一
巻
三
号
四
七
四
頁)

と
し
て
お
り
、
遺
言
執
行
者
の
付
さ
れ
た
遺
言
に
つ
い
て
は
受
遺
者
の
権
利
取

得
に
保
護
が
計
ら
れ
て
い
る
。

(

６)

も
っ
と
も
、
こ
の
説
明
で
は
、
遺
言
執
行
者
が
遺
言
者
に
よ
っ
て
置
か
れ
な
か
っ
た
た
め
に
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
が
遺

言
執
行
者
を
選
任
し
た
場
合

(

一
〇
一
〇
条
参
照)

は
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

(

７)

叶
和
夫

｢

遺
言
執
行
者
の
権
限｣

講
座
現
代
家
族
法
六
巻
一
五
六
頁
参
照
。

(

８)

高
野
竹
三
郎
・
相
続
法
・
一
九
七
五
年
・
五
〇
二
頁
は
、
絶
対
的
無
効
と
解
す
る
以
上
、
第
三
者
は
不
測
の
損
害
を
受
け
る
結
果
と
な
り
、

取
引
の
安
全
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
現
行
法
上
や
む
を
得
な
い
と
す
る
。
柚
木
馨
・
前
掲
書
・
三
七
一
頁
も
同
旨
を
述
べ
る
。

三

相
対
的
無
効
説

そ
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
、｢

相
続
人
の
処
分
行
為
は
、
之
を
以
て
遺
言
執
行
者
並
び
に
遺
言
の
執
行
に
因
っ
て
そ
の
利
益
が
擁
護

せ
ら
れ
る
受
遺
者
等
に
対
抗
す
る
こ
と
を
得
な
い
だ
け
で
、
そ
の
他
の
者
に
対
す
る
関
係
に
就
い
て
は
之
を
有
効
の
行
為
と
見
る
べ
き｣

と
す
る
相
対
的
無
効
説
が
あ
る

(

９)

。
こ
の
説
は
、
破
産
法
五
三
条
一
項
を
例
示
し
て
、
あ
る
処
分
行
為

(

例
え
ば
、
破
産
者
が
破
産
財
団

遺言執行者がある場合の相続人の処分行為の効果
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(

注)

(
１)

中
川
善
之
助
＝
泉
久
雄
・
相
続
法

(

第
四
版)

・
二
〇
〇
〇
年
・
六
〇
八
頁
、
中
川
淳
・
相
続
法
遂
条
解
説

(

下
巻)

二
七
六
頁
。

二

絶
対
的
無
効
説

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
一
〇
一
三
条
の
規
定
自
体
は
、
遺
言
執
行
者
が
あ
る
場
合
の
相
続
人
の
相
続
財
産
処
分
行
為
は
無
効
で
あ
る

と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
判
例
は
、
大
審
院

(

大
審
院
昭
和
五
年
六
月
一
六
日
民
集
九
巻
五
五
〇
頁)

に
お
い
て
も
、
最
高
裁

(

最
高
裁
昭
和
六
二
年
四
月
二
三
日
判
決
民
集
四
一
巻
三
号
四
七
四
頁
な
ど)

に
お
い
て
も
、
相
続
人
が
相
続
財
産
に
つ
い
て
行
っ
た

処
分
行
為
は
単
に
遺
言
執
行
者
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
無
効
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
的
に
無
効
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
確
定
の
判
例
で
あ
り
、
学
説

(

２)

の
大
勢
も
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
止
む
を
得
な
い

(

３)

と
す
る
方
向
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

(

４)

。

学
説
が
判
決
を
支
持
す
る
の
は
、
相
続
開
始
後
遺
言
の
執
行
が
な
さ
れ
る
前
に
相
続
人
が
遺
贈
の
目
的
物
を
処
分
し
た
場
合
に
お
い

て
も
、
遺
言
執
行
者
を
付
し
て
ま
で
遺
言
の
執
行
を
願
っ
た
遺
言
者
の
意
思
が
尊
重
さ
れ

(

５
・
６)

、
受
遺
者
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
重
視
す
る

こ
と
に
よ
る

(

７)

。

し
か
し
、
遺
言
執
行
者
が
あ
る
場
合
の
相
続
人
の
相
続
財
産
の
処
分
行
為
を
絶
対
的
に
無
効
で
あ
る
と
す
る
と
、
遺
言
及
び
遺
言
執

行
者
の
存
在
が
公
示
さ
れ
な
い
の
で
、
相
続
財
産
に
つ
い
て
、
特
に
相
続
不
動
産
に
つ
い
て
相
続
人
と
取
り
引
き
し
た
第
三
者
は
危
険

な
立
場
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
不
測
の
損
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い

(

８)

。

そ
こ
で
、
無
効
の
効
果
を
少
し
で
も
限
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
学
説
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
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四

不
確
定
無
効
説

第
二
の
試
み
は
、
相
続
人
に
よ
る
処
分
行
為
を
不
確
定
的
無
効
と
構
成
し
、
相
続
人
の
処
分
行
為
は
有
効
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
、

い
わ
ば
浮
動
的
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
遺
言
執
行
者
に
よ
る
同
意
や
追
認
に
よ
っ
て
相
続
人
に
よ
る

処
分
行
為
は
有
効
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、
遺
言
執
行
者
が
辞
任
・
解
任
ま
た
は
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
任
務
を
終
了
し
た
場
合
に
は
、

相
続
人
の
管
理
処
分
権
が
回
復
し
、
特
定
遺
贈
の
目
的
と
さ
れ
た
特
定
不
動
産
の
処
分
以
外
の
、
相
続
人
の
処
分
行
為
は
爾
後
完
全
に

有
効
に
な
る

(

�)

と
す
る
。
こ
の
説
に
従
っ
た
と
思
わ
れ
る
下
級
審
判
決

(

�)

も
存
在
す
る
。

こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
遺
言
執
行
者
に
よ
る
同
意
や
追
認
に
よ
っ
て
、
無
効
の
は
ず
の
相
続
人
の
処
分
行
為
が
有
効
と
な
る
と
い
う

よ
う
に
、
行
為
の
有
効
・
無
効
を
遺
言
執
行
者
の
意
思
に
依
存
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
根
拠
が
明
か
で
な
い
と
す
る
批
判

(

�)

が
あ
る
。
し
か

し
、
そ
も
そ
も
、
相
続
人
に
は
処
分
権
が
な
く
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
処
分
行
為
を
有
効
と
す
る
た
め
に
は
、
遺
言
執
行
者
の
同

意
や
追
認
で
は
足
り
ず

(

同
意
や
追
認
は
取
消
う
べ
き
行
為
に
対
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
。)

、
遺
言
執
行
者
に
よ
る
授
権
が
必
要
の
は

ず
で
あ
る
。
授
権
行
為
も
な
し
に
、
相
続
人
の
処
分
行
為
が
有
効
と
な
る
根
拠
は
明
か
で
な
い
。
仮
に
遺
言
執
行
者
の
同
意
や
追
認
に

よ
っ
て
相
続
人
の
処
分
行
為
が
有
効
と
な
る
に
し
て
も
、
遺
言
執
行
者
は
遺
言
者
の
意
思
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
同
意

や
追
認
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る

(

�)

。
こ
う
し
て
、
不
確
定
無
効
説
に
よ
る
第
三
者
の
保
護
範
囲
は
遺
言
者
の
意
思
も
し
く
は
辞
任
な
ど
の

偶
発
的
事
由
に
左
右
さ
れ
不
確
定
で
あ
る

(

�)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
不
確
定
無
効
説
に
従
っ
た
と
し
て
も
、

偶
発
的
に
発
生
す
る
事
由
を
除
い
て
は
、
遺
言
執
行
者
が
あ
る
場
合
の
相
続
人
の
処
分
行
為
は
無
効
で
あ
る
の
で
、
相
続
人
と
取
り
引

き
し
た
第
三
者
の
権
利
取
得
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
何
の
変
わ
り
も
な
い

(

�)

。

そ
こ
で
、
不
確
定
無
効
説
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
第
三
者
の
保
護
に
つ
い
て
は
別
途
に
方
策
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

遺言執行者がある場合の相続人の処分行為の効果

��－�－ (名城 ���)��

に
属
す
る
財
産
に
関
し
て
為
し
た
法
律
行
為)

が
一
定
の
者

(

例
え
ば
、
破
産
債
権
者)

に
対
し
て
対
抗
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
相
続
人
の
処
分
行
為
と
遺
言
執
行
者
と
の
関
係
を
、
破
産
者
が
破
産
財
団
に
属
す
る
財
産
に
関
し
て
為
し
た

法
律
行
為
と
破
産
債
権
者
と
の
関
係
と
類
似
し
た
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

実
際
上
、
遺
言
執
行
者
や
受
遺
者
に
よ
っ
て
無
効
が
主
張
さ
れ
れ
ば
、
遺
言
執
行
者
や
受
遺
者
と
の
関
係
で
は
相
続
人
の
行
為
は
無
効

で
あ
る
の
で
、
結
局
、
相
続
人
と
取
り
引
き
し
た
第
三
者
の
権
利
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
構

成
を
取
る
実
益
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

ま
た
、
同
じ
く
、
相
対
的
無
効
説
と
さ
れ
て
い
る
学
説
は
、｢

相
続
人
の
し
た
一
応
無
効
の
相
続
財
産
処
分
行
為
と
い
え
ど
も
、
遺

言
の
執
行
の
終
了
ま
で
に
、
遺
言
執
行
者
の
し
た
処
分
行
為
と
抵
触
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
相
続
人
は
そ
の
処
分
権
を
取
得
す
る
こ
と

に
な
る
か
ら
、
そ
の
処
分
行
為
は
遡
及
し
て
有
効
と
な
る
。｣

と
述
べ
て
い
る

(

�)

。
こ
の
説
は
、
相
続
人
の
し
た
処
分
行
為
が
遺
言
執
行

者
の
し
た
処
分
行
為
と
抵
触
す
る
場
合
に
は
無
効
と
な
り
、
抵
触
し
な
い
場
合
に
は
有
効
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
相
続
人
の
し
た
処

分
行
為
の
効
力
を
相
対
的
に
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
処
分
権
が
な
い
と
さ
れ
る
相
続
人
の
行
為
が
、
遺
言
執
行
者
の
処
分
行
為
と
抵

触
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
な
ぜ
有
効
と
な
る
の
か
、
無
効
と
さ
れ
る
相
続
人
の
行
為
が
な
ぜ
遺
言
執
行
者
や
受
遺
者
以
外
の
者
と
の
関

係
で
は
有
効
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

(

注)

(

９)

近
藤
英
吉
・
判
例
遺
言
法
・
二
四
七
頁
、
同
・
民
商
法
雑
誌
六
巻
四
号
二
八
頁

(

�)

柚
木
・
前
掲
書
・
三
七
一
頁
、
泉
久
雄
・
新
版
注
釈
民
法
二
八
巻
補
訂
版
三
五
二
頁
な
ど
参
照
。

(

�)

注
解
相
続
法

(

中
川
善
之
助
監
修)

四
〇
三
頁

(

小
山
	
男
担
当)
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い
は
遺
言
執
行
者
が
、
遺
言
と
は
異
な
る
そ
の
外
観
の
作
出
に
関
与
す
る
か
、
少
な
く
と
も
、
遺
言
と
は
異
な
る
そ
の
外
観
が
作
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
容
認
す
る
と
い
う
よ
う
な
行
為
を
し
て
い
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
帰
責
事
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

学
説
は
、
大
審
院
昭
和
五
年
六
月
一
六
日
判
決
民
集
九
巻
五
五
〇
頁
な
ど
の
事
例
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場

合
に
、
遺
言
の
目
的
で
あ
る
不
動
産
に
つ
い
て
、
相
続
人
に
よ
っ
て
相
続
に
よ
る
所
有
権
移
転
登
記
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
、
そ
の
不
動

産
に
つ
い
て
抵
当
権
設
定
登
記
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
は
、
遺
言
執
行
者
は
所
有
権
取
得
登
記
に
つ
い
て
は
そ
の
抹
消
登

記
手
続
を
請
求
で
き
る
地
位
に
あ
り
、
善
管
注
意
義
務
を
負
う
遺
言
執
行
者
は
、
そ
の
抹
消
登
記
手
続
や
仮
処
分
な
ど
を
す
べ
き
で
あ

り
、
そ
れ
ら
を
し
な
い
で
い
る
間
に
抵
当
権
者
が
登
場
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
に
よ
る
保
護
が
与
え

ら
れ
得
る
と
す
る

(

�)

。

確
か
に
、
相
続
人
が
法
定
相
続
分
に
基
づ
い
て
相
続
登
記
を
行
っ
た
り

(

�)

、
偽
造
さ
れ
た
遺
産
分
割
協
議
書
や
偽
の
遺
言
書
な
ど
を
用

い
て
相
続
登
記
手
続
が
行
わ
れ
た
り
、
遺
言
執
行
者
の
存
在
が
無
視
さ
れ
て
相
続
登
記
手
続
が
実
行
さ
れ
た
り
し
た
後
に
、
受
遺
者
や

遺
言
執
行
者
が
相
続
登
記
の
抹
消
を
請
求
で
き
る
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
れ
を
怠
っ
て
い
る
間
に
、
第
三
者
が
、
そ
の
遺
産
分
割
の
登
記
を

信
じ
て
、
分
割
を
受
け
た
相
続
人
よ
り
権
利
を
譲
り
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
第
三
者
に
は
保
護
が
与
え
ら
れ
得
る
場
合
が
あ

る
で
あ
ろ
う

(

�)

。
し
か
し
、
作
出
さ
れ
る
外
形
は
、
受
遺
者
の
権
利
の
存
在
を
否
定
し
、
逆
に
、
相
続
人
が
権
利
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に

す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
受
遺
者
や
遺
言
執
行
者
が
権
利
外
形
の
作
出
に
関
与
し
た
り
、
容
認
し
た
り
す
る
こ
と
は
現
実
に
は
極
め
て

少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
九
四
条
二
項
の
適
用
や
類
推
適
用
に
よ
っ
て
相
続
人
と
の
取
引
者
が
保
護
を
受
け
る
こ
と
に

な
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る

(

�)

。

遺言執行者がある場合の相続人の処分行為の効果
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る
。
そ
の
方
策
と
し
て
、
第
三
者
が
動
産
を
取
得
し
た
場
合
に
は
一
九
二
条
以
下
の
即
時
取
得
の
適
用
が
、
相
続
債
務
者
に
よ
る
相
続

人
に
対
す
る
弁
済
に
つ
い
て
は
債
権
の
準
占
有
者
に
対
す
る
弁
済

(

四
七
八
条)

の
適
用

(

�)

が
考
え
ら
れ
る
が
、
不
動
産
の
場
合
に
は
九

四
条
二
項
の
類
推
適
用
や
三
二
条
一
項
但
書
の
類
推
適
用
に
よ
る
保
護
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

(

注)

(

�)

加
藤
永
一
・
叢
書
遺
言
民
法
総
合
判
例
研
究
五
七
巻
・
一
九
七
八
年
・
一
〇
〇
頁
、
泉
久
雄
・
新
版
注
釈
民
法
二
八
巻
補
訂
版
三
五
三
頁
、

広
中
俊
雄
・
物
権
法
・
第
二
版
増
補
・
一
九
八
七
年
・
一
四
二
頁
、
石
田
敏
明

｢

遺
言
の
執
行｣

別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
号
・
三
九
一
頁
、
島

津
一
郎
編
・
民
法
Ⅴ

(
増
補
版)

判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
七
・
五
九
二
頁

(

日
野
原
昌)

な
ど
。

(

�)

名
古
屋
高
判
昭
和
五
二
年
六
月
一
三
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
九
号
二
五
六
頁
、
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
五
月
三
一
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
八
三
号

一
八
一
頁

(

�)

伊
藤
進
＝
前
田
泰

｢

遺
言
執
行
者
の
存
在
と
第
三
者
の
保
護｣

法
律
時
報
五
七
巻
七
号
一
一
六
頁

(

	)

佐
久
間
毅

｢『

遺
言
執
行
者
が
あ
る
場
合』
の
相
続
人
の
処
分
の
効
力｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
六
号
九
〇
頁

(


)

伊
藤
＝
前
田
・
前
掲
・
同
頁
、
上
野
雅
和

｢
判
批｣

判
例
評
論
三
四
七
号
六
三
頁

(

�)

柚
木
・
前
掲
書
・
三
七
一
頁
、
阿
部
徹

｢

遺
言
執
行
者
の
指
定
と
相
続
人
の
処
分
行
為｣

判
例
タ
イ
ム
ズ
六
八
八
号
・
四
三
〇
頁

(

�)

最
判
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
〇
日
判
時
五
四
六
号
六
六
頁
は
、
民
法
一
〇
一
三
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
取
引
の
安
全

を
は
か
る
見
地
か
ら
設
け
ら
れ
た
民
法
四
七
八
条
の
規
定
が
排
除
さ
れ
る
も
の
で
な
い
と
し
た
。

五

民
法
九
四
条
二
項
類
推
適
用
説

九
四
条
二
項
の
適
用
あ
る
い
は
類
推
適
用
に
お
い
て
は
、
相
続
人
が
権
利
を
有
す
る
よ
う
な
外
観
を
作
出
す
る
際
に
、
受
遺
者
あ
る

論 説
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三
二
条
一
項
但
書
の
適
用
に
お
い
て
は
、
失
踪
宣
告
に
よ
り
相
続
人
と
な
っ
た
者
に
よ
る
有
効
な
処
分
行
為
が
存
在
し
て
お
り
、
そ

の
有
効
な
処
分
行
為
に
よ
り
、
相
続
人
か
ら
の
権
利
取
得
者
は
有
効
に
権
利
を
取
得
す
る
の
で
あ
る
が
、
失
踪
宣
告
の
取
消
に
よ
り
権

利
取
得
の
効
力
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
し
か
し
、
相
続
人
か
ら
の
権
利
取
得
者
が
善
意
で
あ
る
場
合
に
は
権
利
取
得
の
効
力
は
変

化
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
二
条
一
項
但
書
の
適
用
に
お
い
て
は
、
有
効
な
処
分
行
為
に
よ
っ
て
有
効
に
取
得
さ

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

れ
た
権
利
が
、
失
踪
宣
告
の
取
消
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
権
利
取
得
者
の
善
意
に
よ
っ
て
有
効
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

・
・
・
・

し
か
し
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
の
相
続
人
の
処
分
行
為
は
、
絶
対
的
無
効
説
に
よ
れ
ば
、
無
効
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
第
三

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・

者
が
権
利
を
取
得
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
三
二
条
一
項
但
書
を
類
推
適
用
で
き
る
状
況
は
存
在
し
な
い
と
い
え
る
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

も
し
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
の
相
続
人
の
処
分
行
為
で
あ
っ
て
も
有
効
で
あ
り
、
相
続
人
の
処
分
行
為
が
遺
言
の
執
行
を
妨
げ
る

と
し
て
効
力
を
否
定
さ
れ
て
も
、
善
意
の
第
三
者
は
保
護
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
説
が
あ
れ
ば
、
三
二
条
一
項
但
書
の
類
推
適
用
も
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(

注)

(

�)

広
中
・
前
掲
書
・
同
頁
。

七

権
利
濫
用
法
理
説

ま
た
学
説
に
は
、
遺
言
の
検
認
か
ら
相
続
人
の
財
産
処
分
ま
で
十
余
年
経
過
し
た
後
に
遺
言
執
行
者
の
登
記
抹
消
請
求
が
な
さ
れ
た

事
案

(

�)

を
考
慮
に
い
れ
て
、
相
続
開
始
時
か
ら
遺
言
執
行
ま
で
あ
ま
り
期
間
が
あ
り
す
ぎ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
が
相
続
人

の
行
為
を
否
定
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
権
利
濫
用
法
理
の
適
用
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
説

(

�)

も
あ
る

(

�)

。

遺言執行者がある場合の相続人の処分行為の効果
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(

注)

(
�)

広
中
俊
雄
・
物
権
法
・
第
二
版
増
補
・
一
九
八
七
年
・
一
四
二
頁
、
上
野
雅
和
・
前
掲
・
六
四
頁

(
�)
例
え
ば
、
最
高
裁
昭
和
五
一
年
七
月
一
九
日
判
決
民
集
三
〇
巻
七
号
七
〇
六
頁
の
事
案
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
特
定
遺
贈
の
た
め
の
遺
言
が

存
在
し
て
い
て
も
、
相
続
人
は
相
続
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
を
受
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
受
遺

者
が
相
続
人
に
よ
る
所
有
権
移
転
登
記
の
存
在
を
知
り
つ
つ
、
そ
れ
を
容
認
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
と

い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

(

�)

佐
久
間
・
前
掲
・
八
六
頁
は
、
遺
言
と
異
な
る
相
続
登
記
を
抹
消
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
受
遺
者
に
は
ま
っ
た
く
帰
責
性
が
な

く
、
遺
言
執
行
者
に
の
み
帰
責
性
が
あ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
が
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
様
な
理
由
か
、

と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
遺
言
執
行
者
が
あ
る
場
合
に
も
、
受
遺
者
は
、｢

積
極
的
に
遺
言
執
行
者
に
対
し
て
働
き
か
け

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
遺
言
執
行
者
が
動
き
だ
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
そ
の
権
利
の
保
全
の
た
め
に
処
分
禁
止
の
仮

処
分
な
ど
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
努
力
が
な
さ
れ
ず
、
長
期
に
わ
た
っ
て
登
記
が
放
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
は
受
益

者
自
身
の
帰
責
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

(

松
尾
知
子

｢

遺
言
に
よ
る
遺
言
執
行
者｣

・
遺
言
と
遺
留
分
第
一
巻
三
一
九
頁)｣

。

(

�)

仙
台
高
判
昭
和
六
三
年
三
月
二
二
日
金
融
・
商
事
判
例
七
九
五
号
一
八
頁
は
、
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
も
考
慮
し
た
が
、
原
告
ら
に
は
、

虚
偽
の
意
思
表
示
に
類
す
る
よ
う
な

｢

事
態
の
黙
認｣

と
か

｢

放
置｣

と
目
す
べ
き
何
ら
の
行
為
な
い
し
事
跡
も
な
い
と
し
て
、
同
条
項
の
類

推
適
用
を
否
定
し
て
い
る
。

六

民
法
三
二
条
一
項
但
書
類
推
適
用
説

学
説
に
は
、｢

第
三
者
の
た
め
の
九
四
条
二
項
類
推
適
用
の
前
提
と
な
る
帰
責
事
由
は
存
し
な
い
が
、
相
続
人
の
行
為
は
失
踪
宣
告

取
消
前
の
表
見
相
続
人
の
行
為
に
類
似
し
た
も
の
と
み
ら
れ
う
る
か
ら
、
三
二
条
一
項
但
書
の
類
推
適
用
に
よ
る
第
三
者
の
保
護
を
肯

定
す
べ
き｣

で
あ
る
と
す
る
主
張
も
あ
る

(

�)

。
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八

ま
と
め

以
上
よ
り
、
判
例
は
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
の
相
続
人
の
処
分
行
為
は
絶
対
的
に
無
効
と
解
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
、
無
効
説

に
立
つ
と
、
相
続
人
の
処
分
行
為
に
よ
る
権
利
取
得
者
は
殆
ど
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
学
説
に
は
、
特
に
三

二
条
一
項
類
推
適
用
説
や
権
利
濫
用
法
理
説
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
の
相
続
人
の
処
分
行
為
を
有
効

と
す
る
説
が
待
た
れ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

九

有
効
説

(

対
抗
要
件
説)

そ
こ
で
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
の
相
続
人
の
処
分
行
為
を
有
効
と
す
る
説
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
説
は
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。｢

民
法
一
〇
一
二
条
に
よ
り
遺
言
執
行
者
は
相
続
財
産
の
管
理
処
分
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
相
続
人

の
代
理
人
と
し
て
で
あ
り

(

一
〇
一
五
条)

、
し
た
が
っ
て
相
続
人
は
本
人
と
し
て
の
処
分
権
を
当
然
に
失
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
遺
言
執
行
者
は
、
相
続
人
の
代
理
人
で
は
あ
っ
て
も
、
遺
言
の
執
行
の
た
め
に
は
相
続
人
と
対
立
す
る
立
場
で
行
動

せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
民
法
一
〇
一
三
条
は
、
遺
言
執
行
者
が
本
人
た
る
相
続
人
の
処
分
権
を
制
限
す
る
た

め
の
手
段
を
と
り
う
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
遺
言
執
行
者
は
こ
の
規
定
に
基
づ
い
て
相
続
人
に
対
す
る
動
産
等
の
引
渡
請

求
や
処
分
禁
止
の
仮
処
分
請
求
を
な
し
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
自
ら
が
登
記
義
務
者
と
し
て
本
登
記
や
仮
登
記
を
申
請
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
相
続
人
の
処
分
権
を
制
限
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
制
限
を
受
け
な
い
間
の
相
続
人
は
、
相
続
財
産
に
つ
い
て
の
管
理
処
分

権
を
自
ら
行
使
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
遺
言
執
行
者
を
通
じ
て
行
使
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る

(

�)

。｣

、｢

そ
し
て
、
第
一
〇
一
三

遺言執行者がある場合の相続人の処分行為の効果
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し
か
し
、
絶
対
的
無
効
説
に
よ
れ
ば
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
の
相
続
人
の
処
分
行
為
は
無
効
で
あ
り
、
相
手
方
は
権
利
を
取
得

す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
と
き
に
、
受
遺
者
や
遺
言
執
行
者
が
、
相
手
方
は
権
利
を
取
得
し
て
い
な
い
こ
と
を
主
張

す
る
こ
と
が
な
ぜ
権
利
濫
用
と
な
る
の
か
説
明
が
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
権
利
濫
用
だ
と
い
っ
て
み
て
も
、
相
手
方
が
権
利
を
取
得

で
き
な
い
と
い
う
事
実
に
は
何
の
変
化
も
生
じ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
権
利
濫
用
法
理
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
相
手
方
が
取

得
時
効
や
善
意
者
保
護
の
制
度
を
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
方
向
で
論
議
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

権
利
濫
用
法
理
説
が
意
義
を
持
つ
の
は
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
の
相
続
人
の
処
分
行
為
か
ら
で
も
第
三
者
は
有
効
に
権
利
を
取

得
す
る
と
い
う
よ
う
説
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
、
期
間
が
長
く
経
っ
た
後
に
遺
言
執
行
者
が
遺
言
の
執
行
を
妨
げ
る

と
し
て
相
続
人
の
有
効
な
処
分
行
為
を
取
り
消
す
こ
と
は
取
消
権
の
濫
用
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
権
利
濫
用
論
が
適
用
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(

注)

(

�)

東
京
地
判
昭
和
四
七
年
五
月
一
六
日
判
例
時
報
六
八
五
号
一
〇
九
頁
。

(

�)

山
口
純
夫
・
判
例
評
釈
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
七
四
号
六
六
頁
。

(

�)

遺
言
執
行
者
が
遺
言
の
執
行
を
せ
ず
に
放
置
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
相
続
人
の
遺
贈
抵
触
処
分
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
場
合
、
登
記
の
な

い
受
遺
者
は
相
続
人
の
相
手
方
に
権
利
取
得
を
対
抗
で
き
な
い
と
す
る
説

(

佐
久
間
・
前
掲
・
九
〇
頁)

も
、
権
利
濫
用
法
理
説
に
類
似
す
る

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
絶
対
的
無
効
説
の
立
場
か
ら
は
説
明
が
つ
か
な
い
。

論 説
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な
い
と
す
る
解
釈
が
引
き
出
せ
る
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
な
し
と
し
な
い

(

�)

。｣

と
い
う
批
判
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
対
抗
要
件
説
は
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
相
続
人
は
処
分
権
を
失
う
も
の
で
は
な

い
と
し
て
相
続
人
の
行
為
を
有
効
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
注
目
を
す
べ
き
で
あ
る
が
、
受
遺
者
と
第
三
者
と
の
間
の
関
係
を
対
抗
問

題
で
決
着
を
つ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
の
保
護
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
十
分
で
あ
る
が
、
受
遺
者
の
保
護
に
欠

け
る

(

�)

と
い
う
面
が
あ
り
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

こ
こ
で
、
外
国
法
に
目
を
転
じ
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
実
は
、
不
確
定
無
効
説
は
、
ド
イ
ツ
民
法
を
参
考
と
し
て
い
る
の
で
あ
り�

、

有
効
説
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
依
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
民
法
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
に
お
け
る
議
論
を

検
討
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
検
討
を
通
し
て
、
私
見
を
述
べ
て
行
き
た
い
と
考
え
る
。

(

注)

(

�)

伊
藤
昌
司

｢

遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
の
相
続
人
の
処
分
行
為
の
効
力｣

法
律
時
報
五
〇
巻
八
号
一
四
〇
頁

(

�)

伊
藤
昌
司
・
相
続
法
の
基
礎
的
諸
問
題
・
一
六
六
頁
。

(

�)

泉
・
前
掲
書
三
五
六
頁
。

(

�)

対
抗
要
件
と
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
説
と
し
て
、
我
妻
栄
・
物
権
法
七
八
頁
、
舟
橋
諄
一
・
物
権
法
一
七
五
頁
、
鈴
木
禄
弥
・
相
続
法
講
義

二
六
頁
。

(

�)

阿
部
・
前
掲
・
四
三
〇
頁
は
、
対
抗
要
件
説
は
実
質
論
と
し
て
第
三
者
保
護
に
傾
斜
し
す
ぎ
る
と
評
し
て
い
る
。

(

	)

最
高
裁
昭
和
三
九
年
三
月
六
日
民
集
一
八
・
三
・
四
三
七
、
最
高
裁
平
成
一
四
年
六
月
一
〇
日
判
決
判
例
時
報
一
一
〇
二
・
一
五
八
な
ど
の

事
案
を
参
照
。

(

�)

山
口
・
前
掲
・
六
六
頁
。
他
に
、
阿
部
・
前
掲
・
四
三
〇
頁
、
沖
野
・

｢

判
批｣

法
協
一
〇
五
巻
一
二
号
一
八
三
一
頁
も
同
様
の
批
判
を
す

る
。

遺言執行者がある場合の相続人の処分行為の効果
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条
に
違
反
し
て
相
続
人
の
処
分
行
為
が
な
お
か
つ
有
効
だ
と
解
す
れ
ば
、
処
分
の
目
的
が
不
動
産
で
あ
る
場
合
に
は
、
結
局
の
と
こ
ろ

譲
受
人
と
受
遺
者
の
い
ず
れ
が
先
に
登
記
す
る
か
に
よ
っ
て
勝
敗
が
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

(

�)

。｣
こ
の
説
に
よ
る
と
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
相
続
人
は
処
分
権
を
有
し
、
こ
れ
に
対
し
、
遺
言
執
行
者
は
、
相
続
人

が
遺
言
の
執
行
を
妨
げ
る
処
分
行
為
を
し
な
い
よ
う
に
対
処
手
段
を
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
た
だ
、
相
続
人
が
遺
言
の
執
行
を
妨

げ
る
処
分
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
も
遺
言
執
行
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
相
続
人
の
行
為
と
遺
言

執
行
者
の
行
為
と
の
優
劣
関
係
は
、
対
抗
問
題
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
今
ま
で
検
討
し
た
学
説
と
は
異
な
り
、
遺

言
執
行
者
が
あ
る
場
合
で
も
相
続
人
は
処
分
権
を
有
し
、
相
続
人
の
処
分
行
為
に
よ
っ
て
権
利
を
譲
り
受
け
た
者
が
登
記
を
取
得
す
る

こ
と
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
対
抗
要
件
説
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
出
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。｢

こ
の
構
成
を
全
面
的
に
認

め
る
と
な
る
と
、
受
遺
者
あ
る
い
は
遺
言
執
行
者
は
相
続
財
産
に
つ
い
て
、
処
分
禁
止
の
仮
処
分
な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
、
全
面
的
に

権
利
を
保
全
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
遺
言
書
の
存
在
が
相
続
開
始
時
に
自
動
的
に
受
遺
者
等
に
確
知
さ
れ
る
方
法
が
と
ら
れ
な

い
限
り
、
遺
言
に
よ
る
遺
産
処
分
を
骨
抜
き
に
し
か
ね
な
い
。
問
題
を
対
抗
要
件
の
平
面
で
処
理
す
る
こ
と
に
は
、
大
き
な
無
理
が
と

も
な
う

(

�)

。｣

。
こ
の
批
判
は
、
有
効
説
を
取
り
対
抗
問
題
で
決
着
を
つ
け
る
と
す
る
と
、
遺
言
者
の
意
思
や
受
遺
者
の
権
利
が
保
護
さ
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
懸
念
か
ら
出
て
い
る

(

�)

。
実
際
、
こ
の
対
抗
要
件
説
に
よ
れ
ば
、
相
続
が
開
始
す
る
や
直
ち
に
相
続
人
が
相

続
を
原
因
と
す
る
登
記
を
行
い
、
第
三
者
に
処
分
し
、
登
記
も
移
転
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
す
れ
ば
、
遺
言
は
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
り
、
そ
れ
は
、
遺
言
制
度
の
存
続
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

(

�)

。
同
じ
よ
う
に
、
相
続
開
始
直
後
に

相
続
人
の
債
権
者
が
相
続
人
の
法
定
相
続
分
に
つ
い
て
代
位
し
て
相
続
登
記
を
行
い
強
制
執
行
を
す
る
た
め
差
押
え
を
し
た
よ
う
な
事

案

(

	)

に
お
い
て
も
、
対
抗
要
件
説
に
お
い
て
は
、
遺
言
に
よ
る
遺
産
処
分
が
無
視
さ
れ
る
事
態
が
起
こ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
対

抗
要
件
説
に
対
し
て
は
、｢

一
〇
一
三
条
を
根
拠
に
遺
言
執
行
者
が
相
続
人
の
処
分
行
為
等
を
禁
止
す
る
手
段
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら

論 説
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(

２)

相
続
人
の
権
限

こ
れ
に
対
し
、
相
続
人
は
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
に
服
す
る
遺
産

(�
���
�
���
	


�
��

����
�
�	
���
�
�������

���
�
	
����

���

�	
�
�
�
��
��
�


�

�	
���
	
�)

を
処
分
で
き
な
い

(�
�
�
§
����)

。
す
な
わ
ち
、
遺
言
執
行
者
の
執
行
に
よ
り
、
相
続
人
は
遺

言
執
行
者
の
管
理
に
服
す
る
遺
産
に
関
す
る
処
分
権
限
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
遺
言
執
行
者
の
任
務
の
及
ぶ
範
囲
で
、
相
続
人
の

処
分
権
限
の
及
ぶ
範
囲
は
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る

(

�)

。
そ
し
て
、
こ
の
制
限
は
、
相
続
の
開
始
の
時
か
ら
遺
言
執
行
者
の
活
動
が
終

了
す
る
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る

(

�)

。
遺
言
執
行
者
の
管
理
や
処
分
に
例
外
的
に
服
さ
な
い
遺
産
目
的
物
に
つ
い
て
の
み
、
相
続
人
に
処
分

権
限
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

相
続
人
が
こ
の
規
定
に
も
拘
わ
ら
ず
処
分
行
為
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
処
分
行
為
は
誰
に
対
し
て
も
効
力
を
生
じ
ず

(

�)

、
不
確
定
無

効

(��	
�
���
�
��
�	
�
�
�
	
�
���
��
�
�
�
��)

の
状
態
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
言
執
行
者
が
相
続
人
の
行
っ
た
処
分
行
為
を
追
認

す
れ

(

�	
��
�
�

�	)

ば
、
そ
の
処
分
は
遡
及
的
に
治
癒
さ
れ
有
効
と
な
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
ま
た
、
相
続
人
の
処
分
は
、
遺
言

執
行
者
の
権
限
が
消
滅
し
た
時
か
ら
有
効
と
な
る

(

�)

。

(

３)

第
三
者
の
保
護

ド
イ
ツ
民
法
二
二
一
一
条
二
項
の
規
定
に
よ
る
と
、
善
意
の
権
利
取
得
者
の
利
益
に
お
い
て
、
無
権
限
者
か
ら
の
権
利
取
得
の
場
合

に
は
、
善
意
者
保
護
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る

(

�
・
�)

。
例
え
ば
、
遺
言
執
行
者
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
続
人
が
、
遺
産
の
中
に
含

ま
れ
て
い
る
動
産
を
第
三
者
に
売
却
し
た
よ
う
な
場
合
、
そ
の
動
産
を
取
得
し
た
第
三
者
が
善
意
で
あ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
動

産
は
遺
産
に
属
し
て
は
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
遺
言
執
行
者
は
存
在
し
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
の
動
産
は
遺
言
執
行
者
の
管
理
に
服
し

て
い
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
そ
の
取
引
に
入
っ
た
と
き
、
第
三
者
は
善
意
者
と
し
て
そ
の
動
産
の
所
有
権
を
取
得
す
る

(

�)

。
そ
し
て
、
善

遺言執行者がある場合の相続人の処分行為の効果
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(

�)

阿
部
・
前
掲
・
四
三
〇
頁
、
横
山
長
・
遺
言
法
判
例
大
系
・
四
一
八
頁
。
た
だ
し
、
鈴
木
禄
弥
・
相
続
法
講
義
改
訂
版
・
一
四
九
頁
参
照
。

(
	)

民
法
の
起
草
者
は
、
旧
民
法
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
規
定
で
あ
る
一
〇
一
五
条(

現
行
一
〇
一
三
条)

を
、
ド
イ
ツ
民
法
草
案
の
規
定
に
倣
っ

て
、
設
け
た
の
で
あ
り

(

民
法
修
正
案
理
由
書
三
六
一
頁)

、
明
確
で
は
な
い
が
、
そ
の
条
文
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
民
法
に
倣
っ
て
、

無
効
説
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

(

沖
野
・
前
掲
一
八
三
二
頁)

。

十

ド
イ
ツ
民
法
の
検
討

ド
イ
ツ
民
法
は
、
我
が
国
の
判
例
と
同
じ
よ
う
に
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
の
相
続
人
の
処
分
行
為
を
無
効
と
解
し
て
い
る
。

(

１)

遺
言
執
行
者
の
権
限

遺
言
を
執
行
す
る
た
め
に
は
遺
産
を
占
有
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
と
な
る
が
、
遺
産
の
占
有
権
は
、
ド
イ
ツ
民
法
八
五
七
条
に
従
っ

て
、
相
続
人
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
り
、
遺
言
執
行
者
に
移
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
遺
言
執
行
者
は
遺
産
を
管
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
遺
産
の
占
有
を
取
得
す
る
権
限
が
あ
る

(�
�
�
§
��!�)

。
そ
こ
で
、
遺
言
執
行
者
は
、
物
の
占
有
者

(�
����#��)

あ
る

い
は
所
持
者

($	
�
�
�
��)

に
対
し
て
占
有
移
転
を
求
め
る
請
求
権

(��	
%
	
�&
��
��
�
�
'
�
����#�

�����
�
''�
	

)

を
有
し
、
必

要
な
場
合
に
は
、
訴
え
に
よ
っ
て
占
有
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
遺
言
執
行
者
が
占
有
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
が

直
接
占
有
者

(�
	
�
������

�
���
�
������)

で
あ
り
、
相
続
人
が
間
接
占
有
者

(�
������

�
���
�
������)

で
あ
る
こ
と
に
な
る

(


)

。

ま
た
、
遺
言
執
行
者
は
、
遺
産
目
的
物
を
処
分

(�
��'�


�
	


�	)

す
る
権
限
が
あ
る

(�
�
�
§
��!�)

。
遺
言
執
行
者
は
ど
の
遺

産
目
的
物
に
つ
い
て
も
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
相
続
人
の
同
意
な
し
に
土
地
及
び
土
地
の
権
利
を
も
有
償
で
処

分
す
る
こ
と
が
で
き
る

(�
�
�
§
��!�

(
�
�#�)

。
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ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
と
は
異
な
り
、
相
続
人
の
処
分
権
が
否
定
さ
れ
る
範
囲
が
量
的
に
も
時
間
的
に
も
非
常
に
広
い
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
前
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
に
お
い
て
は
、
遺
産
が
遺
言
執
行
者
の
管
理
に
服
し
た
時
か
ら
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
に
服

し
た
財
産
の
範
囲
で
相
続
人
の
処
分
権
が
否
定
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
我
が
民
法
に
お
い
て
は
、
遺
言
執
行
者
が
在
る
だ
け
で
相
続
人

の
遺
産
に
つ
い
て
の
処
分
権
は
否
定
さ
れ
る
。
我
が
民
法
に
お
い
て
は
、
相
続
人
の
処
分
権
が
否
定
さ
れ
る
範
囲
が
不
必
要
に
広
が
り

す
ぎ
て
い
る
と
い
え
る

(

�)

。
さ
ら
に
、
我
が
民
法
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
と
異
な
り
、
第
三
者
の
保
護
規
定
が
欠
け
て
い
る
。
我
が

民
法
に
お
い
て
は
相
続
人
に
処
分
権
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
善
意
の
第
三
者
を
保
護
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
我
が
国
の
民
法
の
規
定
は
ド
イ
ツ
民
法
と
は
差
異
が
あ
る
の
で
、
わ
が
民
法
で
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
よ

う
に
相
続
人
の
処
分
権
を
否
定
す
る
と
い
う
よ
う
な
解
釈
を
取
る
と
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
保
護
さ
れ
な
い
第
三
者
が
多
く
現

れ
る
こ
と
に
な
り
、
無
理
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

注)

(

�)
�
�
�
�
�
��
�
	


��
���
�	
���
�
���
�������

�
�
���
�
�	
����	

�
�
�����

�
���
���

�
�
�
�
�
�
�
 
!
�
��
!
�
�
��
"
�	
�
��
��
�
�
 
��



��
���
��	
#�	�

�
����
�
��
�
��
��
�
�
�
���	
���$	

§
%�	
Ⅵ
	
�	
�
�
&$��

(

�)

立
法
者
は
、
相
続
人
の
処
分
権
を
剥
奪
す
る
こ
の
規
定
が
な
け
れ
ば
、
相
続
人
は
任
意
に
遺
言
執
行
者
の
権
限
を
無
効
と
し
て
し
ま
う
こ
と

が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る

('
�
���
�
(�
 
�)


�
�*
�
��
���
��
�
�
��
�����

��
+
����(�

�
�
��
��
�
 
�
�
,
��
���
��

-
���
	
�
 
�
Ⅴ
	
�
�
�%%)

。

(

�)
�
���
���

�
�
�
�
�
�
�
 
!
�
��
!
�
�
��
"
�	
�
�
�
�
.
�	
�
�
&##�

(

�)
-
+
/
��	
#%�
��

(

�)
�
�
�
�
�
��
�
	
�
�
�
�
.
�
�
�
����

(

�)

取
立
権
限
の
な
い
相
続
人
に
弁
済
し
た
と
き
に
も
、§

����
�
�
���

は
準
用
さ
れ
る

(�
��
�
 
��
�
��
!
�
)
)
��
��
�
(�
)
�
�
��
�����

��

遺言執行者がある場合の相続人の処分行為の効果

$%－#－ (名城 01#)#�

意
に
つ
き
、
動
産
の
取
得
者
が
、
重
大
な
過
失
な
く

(�
�
�
�
�
��
�
�
2
�
�
���
����
"
���)

、
相
続
人
に
無
制
限
の
所
有
権
が
存
在
す
る

と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
限
り
で
保
護
を
受
け
る

(

�)

と
解
さ
れ
て
い
る
。
権
利
取
得
者
が
遺
言
執
行
に
つ
い
て
何
も
知
ら
さ
れ
な
い
場
合

に
は
、
権
利
取
得
者
は
相
続
人
に
対
し
て
相
続
証
書

(

��
��
���)

の
提
示
を
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
権
利
取
得
者
が
相
続
人
に
対

し
て
相
続
証
書

(

��
��
���)

の
提
示
を
全
く
求
め
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
権
利
取
得
者
に
重
大
な
過
失

(���
�
�
��
�
�

2
�
�
���
����
"
���)

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
検
討
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

	)

と
さ
れ
て
い
る
。
相
続
証
書
に
は
、
遺
言

執
行
者
が
存
在
す
る
場
合
に
は
そ
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る

(�
+
�
§
�%&#Ⅰ

)

は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
土
地
登
記
簿
に
遺
言
執
行
者
の
存
在
が
登
記
さ
れ
る
と
、
善
意
取
得
者
が
現
れ
る
こ
と
を
く
い
止
め
る
こ
と
に
な
る

(�
�
��

§§
�����)

。
し
た
が
っ
て
、
土
地
及
び
土
地
の
権
利
の
処
分
に
関
し
て
は
、
遺
言
執
行
者
の
存
在
の
登
記
が
ま
だ
為
さ
れ
な
い
間
に

お
い
て
の
み
、
善
意
者
保
護
が
考
慮
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

(

４)

我
が
民
法
と
の
関
連

ド
イ
ツ
民
法
に
お
い
て
は
、
相
続
人
は
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
に
服
す
る
遺
産
を
処
分
す
る
権
限
を
有
し
な
い
。
従
っ
て
、
遺
言
執

行
者
の
管
理
に
服
し
て
い
な
い
遺
産
に
つ
い
て
は
、
相
続
人
は
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
遺
言
執
行
者
は
、
遺

産
が
不
動
産
の
場
合
に
は
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
不
動
産
が
遺
言
執
行
者
の
管
理
に
服
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
に
服
す
る
遺
産
を
相
続
人
よ
り
処
分
を
受
け
た
第
三
者
は
、
重
大
な
過
失
の
な
い
善
意
で
あ
る
な

ら
ば
、
保
護
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
処
分
者
が
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
第
三
者
は
、
相
続
証
書
の
開
示
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と

さ
れ
、
相
続
証
書
に
よ
っ
て
、
第
三
者
は
、
処
分
目
的
物
が
執
行
者
の
管
理
に
服
し
て
い
る
か
否
か
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

我
が
国
の
民
法
一
〇
一
三
条
は
、
遺
言
執
行
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
相
続
人
は
、
相
続
財
産
の
処
分
そ
の
他
遺
言
の
執
行
を
妨
げ
る

べ
き
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
規
定
す
る
が
、
こ
の
規
定
を
相
続
人
の
処
分
権
限
を
否
定
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
理
解
す
る
と
、

論 説
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(

１)

相
続
人
の
権
限

フ
ラ
ン
ス
民
法
七
二
四
条
は
、｢

法
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
相
続
人
は
死
亡
者
の
財
産
・
権
利
及
び
訴
権
の
占
有
権

(��
��
����
�)

を
法
律
上
当
然
に
取
得
す
る
。
包
括
受
遺
・
贈
者
は
本
篇
二
章
に
規
定
す
る
条
件
に
従
っ
て
占
有
権
を
取
得
す
る｣

旨
を
規
定
す
る
。

こ
の
よ
う
な
相
続
人
ら
は
、
占
有
付
与
の
請
求(��

�
�
�
��
	
�
�������

�)

あ
る
い
は
遺
贈
の
引
渡(


� ���
��
�
��


�
��
�)

と
い
っ

た
よ
う
な
形
式
が
伴
わ
な
く
と
も
、
相
続
財
産
に
つ
い
て
占
有
権(��

��
����
�)

を
、
当
然
に
、
取
得
す
る
の
で
あ
る
。
占
有
権(��

��
����
�)

の
取
得
の
効
果
と
し
て
、
相
続
人
ら
は
、
占
有

(	
�
�������

�)

を
取
得
し
、
相
続
の
負
担

(��
�
�
��


�
��

��
���������

�)

を
全
て
弁
済
す
る
と
い
う
義
務
の
も
と
で
、
相
続
財
産
を
占
有
し
、
相
続
の
資
産
を
把
握
す
る
こ
と
と
な
る
。
相
続

の
負
担
に
は
、
死
者
の
負
っ
て
い
た
債
務

(

�����)

、
死
者
の
意
思
に
よ
っ
て
生
じ
た
遺
贈

(��
�)

、
そ
の
他
、
葬
儀
費
用

(���
��

��
�
� ��
����)

・
相
続
税

(��
	
�
�


��
��
�������

�)

・
財
産
目
録
作
製
費

(���
�



���
�
��
��
���)

・
清
算
費

(���
��


�
���
�
�

�
�

���
�)

な
ど
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
続
財
産
に
つ
い
て
占
有
権

(��
��
����
�)

を
取
得
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
占
有

(	
�
�������

�)

を
取
得
す
る
者

(

＝
相
続
人
ら)

が
、
遺
言

(

遺
贈)

を
執
行
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

(

２)

占
有
権
を
有
さ
な
い
遺
言
執
行
者

(����
� ��

���
�
��	


�

�
��

�

��

�
�
�
	


	)

の
権
限

こ
れ
に
対
し
て
、
遺
言
執
行
者
は
占
有
権

(��
��
����
�)

を
有
さ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。
遺
言
執
行
者
の
職
務
は
、
民
法
の
規

定

(�
���
����)

に
よ
る
と
、
�
相
続
人
に
未
成
年
者
又
は
不
在
者
が
い
る
場
合
に
封
印
を
貼
付
さ
せ
る
こ
と
、
�
推
定
相
続
人
の

立
会
い
の
下
で
又
は
そ
の
者
を
呼
び
出
し
た
上
で
、
相
続
財
産
の
目
録
を
調
製
さ
せ
る
こ
と
、
�
特
定
遺
贈
を
弁
済
す
る
た
め
に
十
分

な
資
金
が
な
い
場
合
に
は
動
産
の
売
却
を
行
わ
せ
る
こ
と
、
�
遺
言
が
執
行
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
監
視
を
す
る

(�
������)

こ
と
、
�

遺
言
者
が
死
亡
し
た
一
年
以
内
に
管
理
の
計
算
を
行
う
こ
と

(

�)

、
で
あ
る
。

占
有
権
を
有
さ
な
い
遺
言
執
行
者(����

� ��
���
�
����
��
�
��
��
���
�
�
�
��
���)

は
、
相
続
財
産
を
受
領
し
た
り(	

�����
�
��)

、

遺言執行者がある場合の相続人の処分行為の効果

��－�－ (名城 ���)��
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����� 

�
��
!
��
"
�
��
!
#
���
�
�
�
!
§
$$��!

$�
)

。

(
�)

従
っ
て
、
そ
の
動
産
が
、
盗
品
や
遺
失
物
の
よ
う
に
、
遺
言
執
行
者
の
も
と
か
ら
逸
失
し
て
い
る
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
九
三
五
条
に
よ

り
、
善
意
取
得
は
認
め
ら
れ
な
い
。

(

�)
%
�
�
�
"
��
�
!
�
�
�
�
&
�!
'
�
$$$�

(

	)
%
���
����

(
�
�

�
�
�


)
�
��
)
�
��
��
*
�!
�
�
�
�
&
�!
§
��!
Ⅴ
!
�!
'
�
+���

(


)
%
�
�
�
"
��
�
!
�
�
�
�
&
�!
'
�
$$$�

(

�)

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
学
説
に
は
、
解
釈
に
お
い
て
、
相
続
人
の
処
分
権
が
否
定
さ
れ
る
範
囲
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
試
み
が

あ
る
。
例
え
ば
、｢
相
続
人
の
処
分
制
限
の
範
囲
に
つ
い
て
、
特
定
物
遺
贈
に
あ
っ
て
は
そ
の
目
的
物
に
つ
い
て
だ
け
処
分
が
制
限
さ
れ
る
に

す
ぎ
な
い
が
、
不
特
定
物
遺
贈
に
あ
っ
て
は
相
続
財
産
全
部
の
処
分
が
禁
止
さ
れ
る
と
す
る
説

(

中
川
善
之
助
＝
泉
久
雄
・
相
続
法
第
四
版
・

二
〇
〇
〇
年
・
六
三
三
頁)｣
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、｢

不
特
定
物
遺
贈
に
つ
い
て
も
、
履
行
に
必
要
な
財
産
を
除
い
て
相
続
人
の
自
由

な
処
分
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
主
張

(

我
妻
＝
唄
・
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
・
二
九
七
頁
、
田
中
実

｢

遺
言
執
行
者｣

家
族
法
大
系
Ⅶ
・
一

九
六
〇
・
二
三
九
頁
、
叶
和
夫
・
前
掲
一
四
四
頁
参
照
な
ど)｣

が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
に
対
し
て
は
、
実
際
に
は
、｢

相
続

財
産
中
の
何
が
遺
言
執
行
者
の
管
理
に
、
何
が
相
続
人
の
管
理
に
服
す
る
か
、
の
具
体
的
基
準
が
明
ら
か
で
な
い
以
上
、
か
え
っ
て
混
乱
が
生

ず
る

(

鈴
木
録
弥
・
相
続
法
講
義
・
昭
和
四
三
年
・
二
六
頁)｣

と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
制
限
を
し
よ
う
と
す
る
説
は
、
説
得

的
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

十
一

フ
ラ
ン
ス
民
法
の
検
討

次
に
、
遺
言
執
行
者
が
存
在
し
て
も
相
続
人
が
処
分
行
為
を
す
る
こ
と
を
認
め
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
。
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で
も
、
遺
言
者
の
死
亡
の
後
一
年
と
一
日
の
期
間
の
範
囲
で
存
続
す
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
動
産
に
つ
い
て
占
有
権

(��
��
����
�)

が
与
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る

(�
�	

���)

。
し
か
も
、
相
続
人
は
、
遺
言
執
行
者
に
動
産
の
遺
贈

(���
�
�
�
�
�����)

の
支
払
に
十

分
な
金
額
を
交
付
な
ど
す
る
こ
と
に
よ
り
、
遺
言
執
行
者
の
占
有
権

(��
��
����
�)

を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

(�
�	

��
�)

。

ま
た
、
遺
言
執
行
者
が
占
有
権

(��
��
����
�)

を
得
た
と
し
て
も
、
相
続
人
の
占
有
権

(��
��
����
�
�
�
���

� ��	���)

が
存
続
す
る

の
で
、
遺
言
執
行
者
は
、
供
託
金
の
受
託
者

(�
�
�
�
�
��
��	��

	��
�
�� �
�
��	��)

に
な
る
だ
け
で
あ
る

(

�)

。

占
有
権
を
有
す
る
遺
言
執
行
者

(����
� ��
	��
�
	���
	�
�
��
	�
���
��
���)

は
、
相
続
債
権
の
金
額
を
受
領
す
る
権
限
、
動
産
売
買

の
代
金
を
保
持
す
る
権
限
、
動
産
の
遺
贈
を
履
行
す
る
権
限
が
あ
る

(

�)

。
し
か
し
、
遺
言
執
行
者
の
職
務
は
限
ら
れ
た
目
的
し
か
有
さ
な

い
の
で
、
遺
言
執
行
者
は
故
人
の
債
務
の
弁
済
の
負
担
は
負
わ
な
い

(

�)

。
そ
し
て
、
占
有
権
を
有
す
る
遺
言
執
行
者

(����
� ��
	��
�

	���
	�
�
��
	�
���
��
���)

は
、
占
有
権(��
��
����
�)

が
消
滅
す
る
際
に
は
管
理
の
計
算
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(�

�	

�����

�
�

�)

。

(

４)

判
例
に
よ
る
遺
言
執
行
者
の
権
限
強
化

判
例
は
、
条
文
の
他
に
、
遺
言
執
行
者
の
権
限
を
強
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
故
人
が
占
有
権

(��
��
����
�)

を
与
え
た
遺
言
執

行
者
が
一
年
と
一
日
の
期
間
内
に
職
務
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
時
、
裁
判
官
は
、
相
続
財
産
価
値
の
分
割
ま
で
司
法
上

の
財
産
管
理
人

(�
�
�
��
��	��

	��
�
��
�
����
���)

の
資
格
で
管
理
し
続
け
る
た
め
に
、
そ
の
遺
言
執
行
者
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
し
て
い
る

(�
��


��
 � !
�

�"���

#


�"�$


�

���)

。

ま
た
、
判
例
は
、
遺
言
者
が
遺
言
執
行
者
に
相
続
債
務
の
弁
済
を
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と
を
認
め
た

(%
�!


�
��
�
!



�"$��
#

%


�"$�


&


��$)

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
遺
言
執
行
者
は
、
遺
言
者
の
受
任
者
で
も
あ
る
こ
と
に
な
り
、
も
は
や
単
に
受
遺
者

の
受
任
者
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る

(

�)

。

遺言執行者がある場合の相続人の処分行為の効果

��－$－ (名城 ��$)��

把
握
し
た
り(�

'
'
�� �
��
�
��)

、
管
理
し
た
り(�

�
�
��
��	���)

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
占
有
権
を
有
さ
な
い
遺
言
執
行
者(����

� (

��
	��
�
	���
	�
�
��
	�
���
�
�
�
��
���)

の
役
割
は
、
相
続
人
に
よ
る
遺
言
執
行
を
監
視

(��
�!
�����
�
��)

す
る
こ
と
で
あ
る
。
結

局
、｢
遺
言
執
行
者
の
基
本
と
な
る
使
命
は
遺
言
の
執
行
を
監
視
す
る

(��
�!
������)

こ
と
で
あ
り
、
遺
言
執
行
者
は
財
産
の
所
有
者

と
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
自
身
で
遺
贈
の
引
渡
を
行
っ
た
り
、
債
務
の
決
済
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
遺
言
執

行
者
は
、
た
だ
、
相
続
人
を
強
制
し
て
遺
贈
を
執
行
さ
せ
る
た
め
に
裁
判
に
お
い
て
行
為
し
た
り
、
裁
判
に
お
い
て
遺
言
者
の
最
後
の

取
決
め
の
有
効
性
を
防
る
権
限
が
あ
る
だ
け
で
あ
る

(

�)

。｣

と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
遺
言
執
行
者
は
、
遺
言
執
行
の
監
視

(��
��
�!
�����
�
��
�
�
����

� ��
	��
�)

を
行
う
こ
と
が
、
そ
の
主
な
職
務
で

あ
り
、
遺
贈
や
相
続
の
負
担
の
執
行
を
監
視
し
、
遺
言
の
有
効
性
や
執
行
に
関
連
し
た
争
訟
に
際
し
て
は
、
訴
追
を
し
た
り
参
加
し
た

り
す
る

(

�)

。
そ
し
て
、
遺
言
執
行
の
監
視
と
し
て
、
遺
言
執
行
者
は
、
全
て
の
保
存
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
遺
言
執
行
に
関
係
す
る

全
て
の
行
為
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
�)

。
遺
産
に
つ
い
て
占
有
権
を
有
さ
な
い
遺
言
執
行
者(����

� ��
	��
�
	���
	�
�
��
	�
���
�
� (

'
�
�
�!
�
�
�
��
��
����
�)

は
、
動
産
や
不
動
産
の
売
買
に
よ
っ
て
遺
言
の
処
分
行
為
を
さ
せ
る
た
め
に
、
遺
言
を
執
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
者

(

相
続
人
な
ど)

に
対
し
て
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る

(

�)

。
し
か
し
、
遺
産
に
つ
い
て
占
有
権
を
有
さ
な
い
遺
言

執
行
者

(����
� ��
	��
�
	���
	�
�
��
	�
���
�
� '
�
�
�!
�
�
�
��
��
����
�)

は
、
自
身
で
執
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(

	)

。

(

３)

占
有
権
を
有
す
る
遺
言
執
行
者

(����
� ��

���
�
��	


�

�
��

�

��

	

	)

の
権
限

遺
言
者
は
、
そ
の
動
産
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
占
有
権

(��
��
����
�)

を
遺
言
執
行
者
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る

(�
�	


���)

。
し
か
し
、
遺
言
者
に
よ
っ
て
遺
言
執
行
者
に
与
え
ら
れ
る
占
有
権

(��
��
����
�)

は
、
相
続
人
が
有
す
る
占
有
権

(��

��
����
�)

と
は
異
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
占
有
権

(��
��
����
�)

の
存
続
す
る
期
間
に
つ
い
て
、
遺
言
執
行
者
の
占
有
権

(��
��
����
�)

は
一
時
的
で
あ
り
、
最
長

論 説
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債
権
と
動
産
に
つ
い
て
占
有
権
を
与
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
は
、
相
続
債
権
の
金
額
を
受
領
で
き
、
占
有
す
る
遺
産

(

動

産)

に
つ
い
て
遺
贈
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
不
動
産
が
特
定
遺
贈
さ
れ
た
場
合
に
は
、
受
遺
者
が
自
身
で
登
記
を
取
得

で
き
る
の
で
、
登
記
移
転
に
関
し
て
は
相
続
人
や
遺
言
執
行
者
に
よ
る
遺
言
の
実
行
と
い
う
こ
と
は
起
こ
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
い
て
は
、
相
続
人
に
は
遺
言
を
執
行
す
る
た
め
に
遺
産
を
処
分
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
遺
言
執
行

者
は
相
続
人
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
処
分
を
監
視
す
る
と
い
う
こ
と
が
原
則
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
相
続
人
が
遺
言
を
執
行
し

な
い
場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
は
訴
え
に
よ
っ
て
相
続
人
に
対
し
て
遺
贈
を
執
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
法
の
紹
介
が
不
釣
り
合
い
に
や
や
詳
細
に
な
っ
た
の
は
、
遺
言
執
行
者
の
監
視

(��
��
�����
	

�)

の
役
割
を
示
す
た
め

で
あ
る
。
我
が
国
の
通
説
の
よ
う
に
、
遺
言
執
行
者
が
あ
る
場
合
に
は
相
続
人
に
は
処
分
権
が
な
い
と
す
る
と
、
相
続
人
が
遺
言
の
執

行
と
し
て
処
分
行
為
を
行
う
の
を
遺
言
執
行
者
が
監
視
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る

場
合
で
も
相
続
人
に
は
遺
産
に
つ
い
て
処
分
権
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
立
つ
と
、
自
ら
は
執
行
行
為
を
行
う
こ
と
を
控
え
て
い
た
遺

言
執
行
者
は
、
相
続
人
が
行
う
処
分
行
為
を
監
視
す
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
て
く
る
。
私
見
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
遺
言
執
行
者

の
あ
る
場
合
で
も
相
続
人
に
は
遺
産
に
つ
い
て
処
分
権
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
相
続
人
が
処
分
行
為
を
す
る
と
き
に
は
、
遺
言
執
行

者
は
そ
れ
を
監
視
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
監
視
の
役
割

に
つ
い
て
や
や
詳
細
に
見
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
遺
言
者
の
監
視
に
も
拘
わ
ら
ず
、
相
続
人
が
遺
贈
を
妨
げ
る
処
分
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
場
合

に
は
、
遺
言
執
行
者
は
相
続
人
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
直
接
的
な
論
述
は
な
い
。
お
そ
ら

く
、
遺
言
執
行
者
が
監
視
を
し
て
い
る
間
に
、
受
遺
者
が
自
身
で
受
遺
さ
れ
た
不
動
産
の
明
渡
や
登
記
を
得
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。
な
お
、
相
続
人
か
ら
の
譲
受
人
と
受
遺
者
及
び
遺
言
執
行
者
と
の
い
ず
れ
が
先
に
登
記
を
す
る
か
に
よ
っ
て
勝
敗
が
決
せ
ら
れ
る

と
す
る
我
が
国
の
学
説
に
お
け
る
対
抗
要
件
説
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
発
想
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
我
が

遺言執行者がある場合の相続人の処分行為の効果

��－－ (名城 ��)��

ま
た
、
判
例
は
、
遺
留
分
権
者
の
不
存
在
の
場
合
に
、
遺
言
者
は
遺
言
執
行
者
に
不
動
産
を
売
却
す
る
権
限
を
付
与
で
き
る
こ
と
を

認
め
て
い
る

(

�)

。
判
例
は
、
同
様
に
、
遺
留
分
権
者
の
不
存
在
の
場
合
に
、
売
ら
れ
た
不
動
産
の
代
金
を
受
領
し
、
か
つ
、
受
領
し
た
代

金
を
権
利
者
の
全
て
に
分
配
す
る
職
務
を
認
め
て
い
る

(�
��
�
��
�
�
���
�����

�
�
�����

��
����

�
�
�����

��
���)

。
こ
う
し
て
、

判
例
は
、
遺
言
執
行
者
に
遺
産
の
一
部
又
は
全
部
を
清
算
す
る
権
限
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

(

５)

受
遺
者
の
権
限

フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
い
て
は
、
純
粋
か
つ
単
純
な
特
定
遺
贈

(��
�
�
���
�
�
�
�
��
���
�
��)

で
は
、
遺
言
者
の
死
亡
の
日
か
ら
、

受
遺
者
に
は
遺
贈
物
に
つ
い
て
の
権
利
が
与
え
ら
れ
こ
と
に
な
っ
て
お
り

( 
���
���)

、
受
遺
者
は
、
遺
贈
物
の
引
渡
を
、
占
有
権

(��
��
���	
�)

を
有
し
て
い
る
相
続
人
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
相
続
人
か
ら
占
有
付
与
を
受
け
た

変
則
的
相
続
人

(���
��


�����

��
���� �

�
�����)

が
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
変
則
的
相
続
人
に
対
し
て
も
主
張
で
き
る
と
さ
れ
て

い
る

(

�)

。
さ
ら
に
、
登
記
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
贈
は
、
個
別
に
登
録
で
き
る

(� ���
�	
���
�����

�� �
�
�� �
�	
�)

と
さ
れ
て

お
り

( 
���
����)

、
特
定
遺
贈
の
受
遺
者
は
、
登
録
税
を
自
身
で
負
担
し
つ
つ
、
個
別
に
自
身
の
受
け
た
遺
贈
を
登
記
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
こ
の
よ
う
に
、
引
渡
に
つ
い
て
も
登
記
に
つ
い
て
も
、
受
遺
者
が
自
分
で
行
う
こ
と
が
で
き
、
遺
言
執
行

者
の
手
を
煩
わ
す
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

(

６)

我
が
民
法
と
の
関
連

フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
い
て
は
、
遺
産
に
つ
い
て
の
占
有
権
は
相
続
人
に
あ
り
、
遺
産
を
相
続
人
が
占
有
し
、
相
続
人
が
遺
贈
を
実
行

す
る
。
遺
言
執
行
者
は
、
遺
言
執
行
者

(���!
� 
�
���
�
����
��
�
�	
��
���)

と
い
わ
れ
て
い
て
も
、
相
続
人
が
遺
言
執
行
を
正
し
く

行
う
か
を
監
視

(��
��
�����
	

�)

す
る
こ
と
が
主
な
役
割
で
あ
る
。
例
外
的
に
、
遺
言
執
行
者
が
遺
言
者
に
よ
っ
て
遺
産
中
の
金
銭

論 説
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十
二

私
見

絶
対
的
無
効
説
は
、｢

遺
言
執
行
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
相
続
人
は
、
相
続
財
産
の
処
分
そ
の
他
遺
言
の
執
行
を
妨
げ
る
べ
き
行
為

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い｣

と
す
る
民
法
一
〇
一
三
条
の
規
定
か
ら
、｢

遺
言
執
行
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
相
続
人
は
、
相
続
財
産
の

処
分
…
…
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い｣

と
解
釈
し
、
相
続
人
は
相
続
財
産
に
つ
い
て
処
分
す
る
権
限
を
有
さ
な
い
と
解
釈
す
る

(

�)

。

し
か
し
、
遺
言
執
行
者
が
あ
る
場
合
に
相
続
財
産
全
部
に
つ
い
て
相
続
人
は
処
分
権
を
失
う
と
い
う
解
釈
に
は
無
理
が
あ
る
。
例
え

ば
、
特
定
遺
贈
に
お
い
て
、
相
続
人
が
受
遺
者
に
遺
言
通
り
に
処
分
を
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
れ
が
遺
言
執
行
者
を
無
視
し
て
行

わ
れ
た
と
し
て
も
、
相
続
人
の
処
分
行
為
は
無
効
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
し

(

�)

、
不
特
定
遺
贈
あ
る
い
は
包
括
遺
贈
に
お
い
て
、

遺
贈
の
実
行
に
全
く
支
障
を
来
さ
な
い
範
囲
で
相
続
人
が
相
続
財
産
を
処
分
す
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

(

�)

。
す
な

わ
ち
、
相
続
人
の
処
分
権
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
相
続
人
の
処
分
行
為
が
遺
贈
の
執
行
と
抵
触
し
遺
言
の
執
行
を
妨
げ
る
範
囲
に
お
い

て
の
み
で
あ
り
、
相
続
人
の
処
分
行
為
が
遺
贈
の
執
行
と
抵
触
を
せ
ず
妨
害
を
し
な
い
限
り
は
、
相
続
人
は
処
分
権
を
有
す
る
と
考
え

遺言執行者がある場合の相続人の処分行為の効果
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国
に
お
い
て
は
、
諸
般
の
事
情
か
ら
、
受
遺
者
が
遺
言
執
行
者
の
協
力
を
得
て
相
続
開
始
後
た
だ
ち
に
登
記
を
取
得
す
る
と
は
限
ら
な

い
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
と
大
き
な
差
異
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
学
説
の
検
討
及
び
ド
イ
ツ
法
・
フ
ラ
ン
ス
法
の
検
討
に
基
づ
い
て
、
次
に
、
私
見
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

(

注)

(

	)

占
有
権
を
有
さ
な
い
遺
言
執
行
者

('2�3
� ��
���
�
���

�

)
��
�

���
�
�
�
�

���)

は
何
も
受
領
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
、
計
算
を
す

る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
規
定
は
誤
り
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
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こ
の
事
案
に
お
い
て
は
、
А
と
Ｂ
二
名
の
包
括
受
遺
者
が
い
る
と
き
に
、

А
は
Ｃ
会
社
の
株
式
を
包
括
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
と
し
て
、
名
義
の
移
転
を
Ｃ
会
社
に
請
求
し
た
が
、
Ｃ
会
社
は
も
う
一
人
の
包
括
受
遺
者

Ｂ
の
同
意
が
な
い
限
り
応
じ
ら
れ
な
い
と
し
た
。
そ
こ
で
、
А
は
、
自
分
は
遺
言
執
行
者
で
も
あ
る
の
で
、
遺
言
執
行
者
の
資
格
に
お
い
て
、

株
式
の
名
義
移
転
を
請
求
で
き
る
と
主
張
し
た
。
判
決
は
、
遺
言
に
よ
り
А
は
遺
言
執
行
者
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
遺
言
は
А
に
占
有
権

('


�

����
�)

は
与
え
て
お
ら
ず
、
そ
れ
故
、
А
は
株
式
の
名
義
移
転
を
受
け
る
資
格
を
有
し
な
い
と
し
た
。
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者
は
、
相
続
人
の
行
為
の
効
力
を
否
定
し
、
そ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
次
に
、
そ
の
取
消
の
効
果
の
及
ぶ
範
囲
が
問

題
と
な
る
が
、
取
消
の
効
果
は
、
相
続
人
の
処
分
行
為
が
遺
言
執
行
者
の
相
続
財
産
の
処
分
や
遺
言
の
執
行
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
者
あ
る
い
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
は
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
悪
意
の
第
三
者
に
対
し
て
は
取
消
の
効

果
が
及
び
、
相
続
人
の
処
分
行
為
よ
り
権
利
を
取
得
し
た
と
す
る
主
張
は
否
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
善
意
・
無
過
失
の
第
三
者
に

対
し
て
は
、
取
消
の
効
果
は
及
ば
ず
、
権
利
取
得
が
認
め
ら
れ
る

(

�)

。

こ
の
よ
う
な
解
釈
を
条
文
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
三
二
条
一
項
但
書
の
類
推
適
用
説
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

三
二
条
一
項
但
書
は
、
失
踪
宣
告
に
よ
っ
て
相
続
人
と
な
っ
た
者
の
有
効
な
処
分
行
為
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
権
利
は
、
失
踪
宣
告
の

取
消
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
権
利
取
得
者
の
善
意
に
よ
っ
て
有
効
の
ま
ま
維
持
さ
れ
、
悪
意
の
場
合
に
は
権
利
取
得
の
効
果
が
否
定
さ
れ

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
三
二
条
一
項
但
書
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
の
相
続
人
の
処
分
行
為
で
あ
っ
て
も
有

効
で
あ
り
、
相
続
人
の
処
分
行
為
が
遺
言
執
行
者
に
よ
る
遺
言
の
執
行
を
妨
げ
る
と
し
て
効
力
を
否
定
さ
れ
て
も
、
善
意
の
第
三
者
は

保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
に
三
二
条
一
項
但
書
の
類
推
適
用
説
に
つ
い
て
検
討
を
し
た
際
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
見
の
よ

う
に
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
の
相
続
人
の
処
分
行
為
で
あ
っ
て
も
有
効
で
あ
り
、
相
続
人
の
処
分
行
為
が
遺
言
の
執
行
を
妨
げ
る

と
し
て
取
り
消
さ
れ
て
も
、
善
意
の
第
三
者
は
保
護
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
説
の
も
と
に
お
い
て
は
、
三
二
条
一
項
但
書
の
類
推
適
用

説
は
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

私
見
は
、
以
前
主
張
さ
れ
た
が
現
在
は
支
持
者
が
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
取
消
説
、
す
な
わ
ち
、｢

相
続
人
の
第
一
一
一
五
条

(

現

一
〇
一
三
条)

違
反
行
為
は
当
然
無
効
で
は
な
く
、
相
手
方
悪
意
の
場
合
に
は
遺
言
執
行
者
に
お
い
て
取
消
す
こ
と
を
得
る
も
の
と
す

る｣

と
い
う
説

(

�)

に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
か
っ
て
主
張
さ
れ
た
取
消
説
に
つ
い
て
は
、
当
初
か
ら
、
明
文
の
規
定
が
な
い
以

上

｢

禁
止
規
定
に
違
反
し
た
行
為
が
一
応
は
有
効
に
成
立
し
た
だ
取
消
し
得
る
に
止
ま
る
と
云
ふ｣

解
釈
は
無
理
で
あ
る
と
い
う
批
判

が
な
さ
れ
て
い
た

(

�)

。
し
か
し
、
明
文
の
規
定
が
な
い
と
す
る
批
判
は
、
三
二
条
一
項
但
書
類
推
適
用
説
が
現
れ
た
こ
と
に
よ
り
回
避
さ

遺言執行者がある場合の相続人の処分行為の効果
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ら
れ
る
。

ま
た
、
条
文
の
文
言
に
つ
い
て
言
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
我
が
民
法
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
二
一
一
条
一
項
の
よ
う
な
相

続
人
の
処
分
権
を
否
定
す
る
明
確
な
文
言
は
存
在
し
な
い
の
で
、
我
が
国
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
よ
う
に
、
遺
言
執
行
者
が
あ

る
場
合
で
も
、
相
続
人
は
処
分
権
を
有
す
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

私
は
、
民
法
一
〇
一
三
条
は
相
続
人
の
処
分
権
限
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
一
〇
一
三
条
に
つ
い
て
は
、

｢

遺
言
執
行
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
相
続
人
は
、
遺
言
執
行
者
に
よ
る
相
続
財
産
の
処
分
そ
の
他
遺
言
の
執
行
を
妨
げ
る
べ
き
行
為
を

・
・
・
・
・
・
・
・

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。｣
と
い
う
意
味
に
理
解
し
、
遺
言
執
行
者
が
相
続
財
産
を
遺
言
に
基
づ
き
処
分
し
た
り
、
遺
言
の
執
行
を
し

よ
う
と
す
る
際
に
、
相
続
人
が
遺
言
執
行
者
の
そ
の
よ
う
な
執
行
行
為
を
妨
害
す
る
よ
う
な
行
為
を
す
る
と
き
に
は
、
遺
言
執
行
者
は
、

相
続
人
の
そ
の
よ
う
な
妨
害
行
為
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
趣
旨
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
遺
言
執
行
者

は
、
一
〇
一
二
条
に
よ
り
、
相
続
財
産
の
管
理
権
や
遺
言
執
行
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
相
続
人
も
遺
言
執
行
の
た
め
に
処
分
行
為

を
行
う
こ
と
が
で
き
、
相
続
人
が
遺
言
執
行
を
す
る
と
き
に
は
、
遺
言
執
行
者
は
、
相
続
人
が
相
続
財
産
に
つ
い
て
行
う
処
分
行
為
を

監
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
相
続
人
の
処
分
行
為
を
監
視
し
て
い
た
遺
言
執
行
者
は
、
一
〇
一
三
条
に
よ
り
、
相
続
人
が
妨
害

行
為
を
す
る
と
き
に
は
そ
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
遺
言
執
行
者
が
相
続
人
の
妨
害
行
為
を
否
定
す
る
と
は
、
遺
言
執
行

者
が
有
効
な
相
続
人
の
処
分
行
為
の
効
力
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
遺
言
執
行
者
が
相
続
人
の
処
分
行
為
を
取
消
す
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
〇
一
三
条
は
、
遺
言
執
行
者
に
、
一
種
の
取
消
権
を
与
え
て
い
る
規
定
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で

あ
る
と
考
え
る
。
遺
言
執
行
者
は
相
続
人
の
行
為
が
遺
言
の
執
行
を
妨
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
取
り
消
す
場
合
は
、
遺
言
執

行
者
は
相
続
人
の
代
理
人

(

一
〇
一
五
条
参
照)

と
し
て
で
な
く
、
む
し
ろ
、
遺
言
者
の
代
理
人
と
し
て
行
為
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

が
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

相
続
人
が
、
遺
言
執
行
者
の
相
続
財
産
の
処
分
を
妨
げ
た
り
、
そ
の
他
遺
言
の
執
行
を
妨
げ
る
行
為
を
す
る
場
合
に
は
、
遺
言
執
行

論 説
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た
こ
と
に
よ
り
受
遺
者
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
は
、
相
続
人
の
処
分
行
為
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
説
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
相

続
人
の
受
遺
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
義
務
は
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
損
害
賠
償
説
が
、
相
続
人
に
よ
る
相
続
財
産
処
分
に
対
し
て
、
受
遺
者
は
損
害
賠
償
請
求
し
か
で
き
な
い
と
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
で
は
遺
言
の
公
正
な
実
現
は
期
し
が
た
い
と
し
て
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る

(

�)

。
こ
の
点
、
無
効
説
に
お
い
て
は
、

九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
な
ど
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
相
続
人
の
処
分
行
為
は
無
効
で
あ
り
、
損
害
賠
償
請
求
と
と
も
に
、
原
状
回

復
請
求
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
私
見
に
お
い
て
は
、
相
手
方
が
善
意
・
無
過
失
で
な
い
限
り
、
損
害
賠
償
請
求
と
と
も
に
、
原

状
回
復
請
求
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

注)

(

�)

中
川
善
之
助
・
前
掲
書
・
三
二
三
頁
、
和
田
干
一
・
前
掲
書
・
三
五
三
頁
、
魚
住
庸
夫
・
最
高
裁
判
例
解
説
民
事
昭
和
六
二
年
度
・
二
七
一

頁
参
照
。

(

�)

沖
野
・
前
掲
・
一
八
三
二
頁
参
照
。

十
四

第
三
者
の
善
意

私
見
に
お
い
て
は
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
相
続
人
は
処
分
権
を
有
し
、
た
だ
、
相
続
人
の
処
分
行
為
が
遺
言
の
執

行
を
妨
げ
る
場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
は
相
続
人
の
処
分
行
為
の
効
力
を
否
定
で
き
る
、
す
な
わ
ち
、
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
、
た
だ

し
、
取
消
の
効
力
は
善
意
・
無
過
失
の
第
三
者
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
第
三
者
の
善
意
・
無
過
失
の
内

容
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

遺言執行者がある場合の相続人の処分行為の効果
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れ
て
い
る
と
考
え
る
。

(

注)

(

�)
阿
部
・
前
掲
・
四
三
一
頁
。

(

�)

前
述
の
よ
う
に
、
相
対
的
無
効
説
は
、
相
続
人
の
し
た
無
効
な
処
分
行
為
で
も
遺
言
執
行
者
の
し
た
処
分
行
為
と
抵
触
し
な
か
っ
た
と
き
に

は
遡
及
的
に
有
効
と
な
る
と
説
明
す
る

(

前
注
�)

が
、
な
ぜ
遡
及
的
に
有
効
と
な
る
か
に
つ
い
て
は
説
明
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
相
続
人
に
は
最
初
か
ら
処
分
権
が
あ
る
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
る
。

(

�)

伊
藤
昌
司
・
相
続
法
・
二
〇
〇
二
年
・
一
五
八
頁
参
照
。

(

�)

相
続
回
復
請
求
権
の
消
滅
時
効
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
表
見
相
続
人
か
ら
の
譲
受
人
よ
り
も
遺
言
執
行
者
あ
る
場
合
の
相
続
人
か
ら
の
譲
受

人
の
ほ
う
が
保
護
が
な
い
と
い
う
の
は
均
衡
を
失
す
る

(

上
野
・
前
掲
・
六
二
頁)

の
で
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
相
続
人
か
ら
の
善
意
・

無
過
失
の
譲
受
人
を
保
護
す
る
制
度
が
必
要
で
あ
る
。

(

�)

中
川
善
之
助
・
岩
波
民
法
全
書
Ⅲ
・
三
二
三
頁
。
和
田
干
一
・
相
続
法
・
三
五
二
頁
参
照
。

(

	)

穂
積
重
遠
・
判
民
昭
和
五
年
度
五
六
事
件
一
九
〇
頁
、
阿
部
・
前
掲
・
四
三
〇
頁
参
照
。

十
三

相
続
人
の
受
遺
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
義
務

な
お
、
同
じ
よ
う
に
、
以
前
主
張
さ
れ
た
が
現
在
は
支
持
者
が
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
説
と
し
て
、
損
害
賠
償
説
が
あ
る
。
こ
の
説

は
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
に
相
続
人
が
行
っ
た
処
分
行
為
は
無
効
で
な
く
、
相
続
人
は
受
遺
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
責
を
負
え

ば
足
り
る
と
す
る

(

�)

。
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
に
相
続
人
が
行
っ
た
処
分
行
為
が
有
効
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
相
続
人
と
受
遺
者
と
の
関

係
に
お
い
て
は
、
前
者
が
後
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
相
続
人
が
遺
贈
を
妨
げ
る
処
分
行
為
を
し
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む
す
び

最
後
に
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
私
見
を
ま
と
め
て
結
び
と
し
た
い
。

遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
、
相
続
人
に
は
、
相
続
財
産
に
つ
い
て
処
分
権
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
肯
定
・
否
定
の
い
ず
れ
の

考
え
方
も
、
一
〇
一
三
条
の
文
言
か
ら
は
、
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

判
例
・
通
説
は
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
の
相
続
人
の
処
分
権
を
否
定
し
、
相
続
人
が
行
っ
た
処
分
行
為
を
無
効
と
扱
う
。
こ
の

場
合
、
処
分
行
為
の
相
手
方
は
権
利
を
譲
り
受
け
る
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
相
手
方
が
権
利
を
取
得
し
た
と
し
て
保
護
さ
れ
る
の

は
、
一
九
二
条
や
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
私
見
の
よ
う
に
、
遺
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
に
も
相
続
人
に
処
分
権
の
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
と
、
相
続
人
の
処

分
行
為
は
有
効
と
な
り
、
相
手
方
は
権
利
を
譲
り
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
一
〇
一
三
条
に
よ
り
、
相
続
人
が
、
遺
言
執
行
者
の

行
う
相
続
財
産
の
処
分
や
そ
の
他
遺
言
の
執
行
を
妨
げ
る
処
分
行
為
を
し
た
場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
の
執
行
行
為
を
妨
げ
る
範
囲
で
、

相
続
人
の
処
分
行
為
は
効
力
を
持
た
な
く
な
り
、
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
有
効
な
行
為
が
無
効
に
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
行
為
の
相
手
方
は
権
利
を
失
う
こ
と
に
な
る
が
、
無
効
と
な
る
原
因
の
存
在
を
過
失
な
く
知
ら
な
か
っ
た
相
手
方
は
権
利
取
得
が

保
護
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
三
二
条
一
項
但
書
の
類
推
適
用
に
依
る
と
い
っ
て
も
よ
い
と
考
え
る
。

遺言執行者がある場合の相続人の処分行為の効果
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三
二
条
一
項
但
書
の
適
用
に
お
い
て
は
、
失
踪
宣
告
後
に
相
続
人
か
ら
財
産
を
譲
り
受
け
た
第
三
者
は
、
失
踪
者
が
生
存
し
て
い
て

帰
来
す
る
こ
と
も
あ
り
得
う
る
こ
と
、
帰
来
者
に
よ
り
失
踪
宣
告
が
取
り
消
さ
れ
、
譲
渡
人
が
悪
意
の
場
合
に
は
、
譲
受
人
は
財
産
の

返
還
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る

(

�)

こ
と
を
考
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る

(

�)

が
、
譲
受
人
に
は
失
踪
者
の
生
存
の

可
能
性
に
つ
い
て
ま
で
調
査
す
る
義
務
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
相
続
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
不
動
産
の
譲
渡
を
受

け
る
者
は
、
遺
産
分
割
協
議
書
が
正
当
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
遺
言
は
な
か
っ
た
の
か

(

�)

、
と
い
っ
た
こ
と
を
注
意
深
く
調
査

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
遺
言
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
不
動
産
の
譲
渡
を
受
け
る
者
は
、
遺
言
が
有
効
で
あ
る
か
、
遺
言
執
行
者

が
存
在
す
る
か
否
か
と
い
っ
た
こ
と
を
十
分
に
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
十
分
に
調
査
し
た
こ
と
は
、
権
利
の
譲
受
人

が
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
譲
受
人
が
こ
の
よ
う
な
調
査
を
十
分
に
し
た
上
で
譲
渡
者
が
正
当
な
権
利
者
で
あ
る
と
信
じ
た
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
譲
受
人
は
権
利
の
取
得
に
つ
き
保
護
さ
れ
る
と
考
え
る
。

(

注)

(

�)

大
審
院
昭
和
一
三
年
二
月
七
日
判
決
民
集
一
七
巻
五
九
頁
は
、
失
踪
宣
告
後
相
続
人
と
な
っ
た
者
が
相
続
財
産
を
処
分
し
た
場
合
、
そ
の
契

約
が
宣
告
取
消
に
も
か
か
わ
ら
ず
効
力
を
有
す
る
に
は
、
契
約
当
事
者
双
方
が
善
意
で
あ
っ
た
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
。

(

�)

伊
藤
昌
司
・
前
掲
書
・
二
七
四
頁
参
照
。

(

�)

佐
久
間
・
前
掲
・
九
〇
頁
は
、
相
続
人
の
処
分
の
相
手
方
が
、
遺
贈
を
知
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
で
も
な
お
法
定
相
続
人
と
取
引
す
る
場
合

に
は
、
遺
言
執
行
者
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
無
効
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。
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